


















別紙２－１－１ 

 

国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（抜粋） 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 役員（第３条－第１３条） 

第３章 経営協議会、教育研究評議会及び学長選考会議（第１４条－第２６条） 

第４章 本部（第２７条－第３６条） 

第５章 教育研究組織（第３７条－第７４条） 

第６章 事業費により措置する教育研究組織（第７５条） 

第７章 部局長（第７６条） 

第８章 職員等（第７７条－第７９条） 

第９章 財務（第８０条－第８７条） 

第１０章 業務運営上の目標及び評価（第８８条） 

第１１章 情報公開及び個人情報の保護管理（第８９条・第８９条の２） 

第１２章 雑則（第９０条・第９１条） 

附則 

 

（目的） 

第１条 この法人規則は、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法人法」

という。）の定めるところにより設立される国立大学法人筑波大学（以下「法人」と

いう。）の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。 

 

（略） 

 

（系） 

第４７条 筑波大学に、学校教育法第８５条ただし書及び第１００条ただし書の規定に

基づき、研究上の目的に応じ、及び教育上の必要性を考慮して、系を置く。 

２ 前項の系は、その包含する学問分野にかかわる教育と研究の双方に基本的な責任を

持ち、全学的な見地から、当該分野の発展及び他の分野との連携・協力を総合的かつ

計画的に推進するものとする。 

３ 系の名称その他の必要な事項は、法人規程及び法人細則で定める。 

４ 第１項の系に、その運営に関する重要事項を審議するため教員会議を置く。 

５ 前項の教員会議の組織及び審議事項は、系長が、部局細則で定める。 

（略） 

 



（教育研究施設） 

第５０条 筑波大学に教育研究上の必要に応じて、教育研究施設を置く。 

２ 教育研究施設は、次のとおり区分する。 

区 分 定    義 

先端研究センター群 世界から優秀な人材を引き付ける国際的な研究拠点となるこ

とを目標に、当該分野における研究を遂行する組織 

研究支援センター群 研究のインフラ・基盤整備を行い、日々の研究が遅滞なく十

分に行われるよう研究支援を行う組織 

教育等センター群 主に学生、職員に対する教育等及び特定の業務を行う組織 

３ 前項の教育研究組織のうち、全国の研究者等との共同研究を推進する施設及び全国

の大学との共同教育を推進する施設については、法人規定で定める。 

４ 教育研究施設の名称、分野等は法人規定で定める。 

５ 教育研究施設の組織及び運営に関する必要な事項は、次条第１項に規定する教育研

究施設の長（部局の教育研究戸に関連して管理運営を行う教育研究施設にあっては、

部局長をいう。次条第５項及び第６項において同じ。）が部局細則で定める。 

 

（教育研究施設の長） 

第５１条 教育研究施設にその長を置き、学長が任命する。 

２ 教育研究施設の長は、教授または准教授をもって充てる。 

３ 教育研究施設の長の選考及び任期については、教育研究組織の長等の選考及び任期

に関する規則の定めるところによる。 

４ 教育研究施設の長は、当該施設の管理運営に関する業務をつかさどり、当該施設の

業務に従事する職員を監督する。 

５ 教育研究施設の長は、法人規則、法人規程又は法人細則の範囲内で、部局細則を定

めることができる。 

６ 教育研究組織の長は、前項の部局細則を定めたときは、速やかに学長に報告しなけ

ればならない。 

 

（教育研究施設の運営協議会） 

第５２条 教育研究施設に、当該施設の共同研究計画に関する事項その他の施設の運営

に関する事項で当該施設の長が必要と認めるものについて協議するため、運営協議会

を置くことができる。 

２ 前項の運営協議会みは、法人の職員以外の者であって当該施設の目的たる研究と同

一の研究に従事するものを加えるものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、部局細則で定める。 

 



（教育研究施設の運営委員会） 

第５３条 教育研究施設に、当該施設の管理運営に関する事項を審議させるため、運営

委員会を置く。 

２ 運営委員会に関し必要な事項は、部局細則で定める。 

 

 

 

 

国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則施行規程（抜粋） 

 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 役員（第２条－第３条） 

第３章 本部（第４条－第１９条） 

第４章 教育研究組織（第２０条－第２９条） 

第５章 事業費により措置する教育研究組織（第３０条－第３６条） 

第６章 職員等（第３７条） 

附則 

 

（略） 

 

（先端研究センター群） 

第２５条 基本規則第５０条第４項の法人規程で定める先端研究センター群に区分さ

れる教育研究施設の名称及び分野は、次の表のとおりとする 

名 称 分    野 

（略） （略） 

山岳科学センター 菅平高原実験所、八ヶ岳演習林、川上演習林、井川演

習林、筑波実験林等を活用した生物科学、農林学、地

球科学、環境科学等の山岳科学に関する教育研究 

（略） （略） 

２ 前項の教育研究施設は、その研究内容、質等について、定期的な評価により、級ご

とに分類するものとする。 

３ 前２項の教育研究施設の運営に必要な事項は、別に定める。 

 

（略） 



 

（全国共同教育施設） 

第２６条の２ 基本規則第５０条第３項の規程に基づき、第２５条及び第２８条の教育

研究施設のうち、全国の他の大学との共同教育を推進する施設（以下この条において

「全国共同教育施設」という。）は次のとおりとする。 

  山岳科学センター 

  グローバルコミュニケーション教育センター 

２ 全国共同教育施設は、法人の職員及び他の国立大学法人の職員その他の者で、大学

の有する人的・物的資源の共同利用等の有効活用を図ることにより、当該施設の教育

目的に合致する多様かつ高度な教育を推進するものに利用させるものとする。 

 

 



別紙２－１－２ 

○ 山岳科学センター細則 

平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １２ 日

生命環境系部局細則 第４号 

改正 平成 30 年生命環境系部局細則第２号 

改正 令和２ 年生命環境系部局細則第２号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この部局細則は、国立大学法人筑波大学の組織及び運営の基本に関する規則（平成１ 

６年法人規則第１号。以下｢基本規則｣という。）第５０条第５項の規定に基づき、山岳科学

センター（以下「MSC」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 
（目的） 

第２条 MSC は、山岳自然環境に係る生物科学、農林学、地球科学、環境科学等の学問分野を

結集した総合科学としての山岳科学研究を先進的に推進し、山岳に関わる局面での活躍が期

待される人材育成のための高度な教育を展開することにより大学教育の充実に資するとと

もに、山岳地域との連携を通じ地域社会の発展に寄与することを目的とする。 

 
（ステーション） 

第３条 MSC に教育研究活動等を実地に行う施設として、次に掲げるステーションを置く。 

(1) 菅平高原実験所 

(2) 八ヶ岳演習林 

(3) 井川演習林 

(4) 筑波実験林 

２ ステーションに関し必要な事項は、別に定める。 

 
 

（組織） 

第４条 MSC に次の各号に掲げる職員を置く。 

(1) 山岳科学センター長（以下「センター長」という。） 

(2) 山岳科学センター副センター長（以下「副センター長」という。） ２名 

(3) 演習林総括 

(4) 菅平高原実験所総括（以下「実験所総括」という。） 

(5) 教員 

(6) 技術職員 

(7) 事務職員 

(8) その他センター長が必要と認めた者 

２ 前項の（３）および（４）の職員は（１）および（２）の職員が兼ねることができる。 



 

 
 

（センター長） 

第５条 センター長は、学長が任命する者をもって充てる。 

２ センター長は MSC の業務を掌理し、所属職員を監督する。 

 
（副センター長） 

第６条 副センター長は MSC において従事する教員の中からセンター長が指名する者をもっ

て充てる。 

２副センター長は、センター長を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その 職

務を代行する。 

３ 副センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。 
 
 

（総括） 

第７条 演習林総括および実験所総括は MSC において従事する教員の中からセンター長が指

名する者をもって充てる。 

２ 演習林総括は八ヶ岳演習林、井川演習林および筑波実験林の業務を総括する。 

３ 実験所総括は、菅平高原実験所の業務を総括する。 

４ 演習林総括および実験所総括の任期は２年とし、再任を妨げない。 
 
 

（研究部門等） 

第８条 MSC に先進的な山岳科学研究を推進する体制として次の 3 つの研究部門と学内外と

の連携を戦略的に構築するため、研究イニシアティブを置く。 

(1) 山理解部門 

(2) 山管理部門 

(3) 山活用部門 

(4) 山岳科学研究イニシアティブ（以下「研究イニシアティブ」という。） 

２前項に定める各部門および研究イニシアティブには業務を統括する部門長および研究イ  

ニシアティブ長を置く。 

３前項に定める部門長および研究イニシアティブ長は MSC において従事する教員の中からセ

ンター長が指名する者をもって充てる。 

 
（教育部門） 

第９条 MSC に大学教育の充実および人材育成に資する体制として次の教育部門を置く。 

(1) 全国教育関係共同利用拠点部門 

(2) 山岳科学学位プログラム部門 



 

 
 

（技術部門） 

第１０条 MSC に教育、研究および地域貢献等の事業支援を行う為、技術部門を置く。 

 
（運営委員会） 

第１１条 MSC に、基本規則第５３条に規定する運営委員会として、山岳科学センター運営委

員会（以下｢運営委員会｣という。）を置き、MSC の管理、運営等に関する重要事項を審議す

る。 

２ 運営委員会は、次に掲げる委員で組織する。 

(1) センター長 

(2) 副センター長 

(3) 演習林総括 

(4) 実験所総括 

(5) 研究イニシアティブ長 

(6) 各ステーション専任の大学教員 各１名 

(7) MSC 構成員の中から生命環境系長が推薦する大学教員 ２名 

(8) MSC 構成員の中から生命地球科学研究群長が推薦する大学教員 ２名 

(9) MSC 構成員の中から生命環境学群長が推薦する大学教員 ２名 

(10) その他 MSC の運営等に関係する大学教員のうちからセンター長が推薦する者 若干名 

３第２項第２号から第１０号までの委員の任期は、２年とする。ただし、任期の終期は、委 員

となる日の属する年度の翌年度の末日とする。 

４ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 第２項の委員は、再任を妨げない。 

６ 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

７ 委員長は、運営委員会を主宰する。 

８ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

９ 運営委員会は、構成員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。 

１０ 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の

決するところによる。 

 
（アドバイザー会議） 

第１２条 MSC に、様々な教育研究や調査、分析、提言を行うため、MSC の業務運営の充実

と経営戦略の推進に関する助言を行う機関として山岳科学センターアドバイザー会議（以下 

「アドバイザー会議」という。）を設置する。 

２  アドバイザー会議の委員は、山岳科学研究に関し、広くかつ高い識見を有する学外者のうち

から、センター長が運営委員会の意見を聴いて任命する委員で組織する。 



 

３前項の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の任期 

は、前任者の残任期間とする。 

４ アドバイザー会議に議長を置く。 

５ 議長は、アドバイザー会議を主宰する。 

６ 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代行する。 
 
 

（事務） 

第１３条 MSC に関する事務は、生命環境エリア支援室が行う。 

 
（雑則） 

第１４条 この部局細則に定めるもののほか、MSC の組織及び運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

 
附 則 

この部局細則は、平成２９年４月１２日から施行し、同年４月１日から適用する。 
 
 

附 則（平３０．１０．１０生命環境系部局細則２号） 

この部局細則は、平成３０年１０月１０日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 
 

附 則（令２．３．３生命環境系部局細則２号） 

この部局細則は、令和２年４月１日から施行する。 

 



別紙３－１－１ 
筑波大学山岳科学センター共同利用規程 

 

平成３０年４月１日制定 

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、筑波大学山岳科学センター（以下「ＭＳＣ」という。）の施設（菅平高験所、 

筑波実験林、八ヶ岳・川上演習林および井川演習林）の有効活用と共同利用の推進により大学間連 

携の一層の強化を図り、大学教育の充実に特に資することを目的とし、共同利用の実施に関する必要 

な事項を定める。 

  

（定義） 

第２条 この規程において「共同利用」とは、他大学、教育研究機関等が教育課程上の実習等を行うた 

 め、ＭＳＣを利用することをいう。 

 

（共同利用の範囲） 

第３条 共同利用を行うことのできる組織は、他大学、教育研究機関等に在籍する学生又は大学院生 

（以下「学生等」という。）の所属する学部、研究科等とする。 

 

  （共同利用運営委員会） 

第４条 共同利用の実施に関する重要事項を審議するため、ＭＳＣに共同利用運営委員会（以下「委 

員会」という。）を置く。 

２ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

  （公募） 

第５条 委員会は、適切な時期に次年度の共同利用について公募を行う。 

２ 共同利用を行う組織は、前項に定める公募に応募し、委員会の承認を得なければならない。 

 

（共同利用の実施） 

第６条 ＭＳＣは、原則として共同利用に参加する学生等に対し教育を行う。 

２ 共同利用を行う組織は、ＭＳＣとともに、共同利用に参加する学生等に対し、教育を行うこと 

ができる。 

 

（評価委員会） 

第７条 共同利用の実施に対する外部評価を実施するため、ＭＳＣに共同利用拠点評価委員会（以下 

  「評価委員会」という。）を置く。 

２ 評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

  （事務） 

第８条 共同利用に関する事務は、ＭＳＣ事務係において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、別に定める。 

  

  附則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 



別紙３－１－２ 

筑波大学山岳科学センター共同利用運営委員会規程 

 

平成３０年４月１日制定 

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、筑波大学山岳科学センター共同利用規程第４条の規定に基づき、筑波大学山岳科 

学センター（以下「ＭＳＣ」という。）に共同利用運営委員会（以下「委員会」という。）を置き、そ 

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（審議事項） 

第２条 委員会は、筑波大学山岳科学センター長（以下「センター長」という。）の諮問に応じ、ＭＳ 

Ｃにおける共同利用の実施に関し、次に掲げる重要事項を審議する。 

(1)   山岳科学センターの菅平高原実験所、筑波実験林、八ヶ岳・川上演習林および井川演習林（以

下「各ステーション」という。）の共同利用に係る事業計画に関すること 

(2)  各ステーションの共同利用に係る公募に関すること。 

(3)  各ステーションの共同利用の実施に関すること。 

(4)  その他各ステーションの共同利用に関し必要な事項。 

 

  （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、第１号、第２号、第３号および第５号 

の委員の総数は、委員会委員の総数の２分の１以下とする。 

(1)   センター長 

(2)  ＭＳＣの専任教員 

(3)  筑波大学の専任教員（前号に掲げる者を除く。）のうちからセンター長が推薦する者 

(4)  筑波大学以外の機関の者で、ＭＳＣの目的とする教育と同一分野の教育に従事する者 

(5)  その他センター長が特に必要と認めた者  

 

  （委員の任期） 

第４条 前条第２号から第５号までの委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者 

 の残任期間とする。 

  ２ 前項の委員は、再任されることを妨げない。 

 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。 

    ２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

    ３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

  （会議） 

第６条 委員会は委員の過半数の出席により成立する。 

  ２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 



 

 

 

 

 

（委員以外の者の出席） 

第７条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くこと 

 ができる。 

 

  （事務） 

第８条 委員会の事務は、ＭＳＣ事務係において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

      

附則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別紙３－１－３ 

筑波大学山岳科学センター共同利用拠点評価委員会規程 

 

平成３０年４月１日制定 

 

  （趣旨） 

第１条 この規程は、筑波大学山岳科学センター共同利用規程第７条の規定に基づき、筑波大学山岳科 

学センター（以下「ＭＳＣ」という。）に共同利用拠点評価委員会（以下「評価委員会」という。）を 

置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

 

（審議事項） 

第２条 評価委員会は、筑波大学山岳科学センター長（以下「センター長」という。）の諮問に応じ、 

ＭＳＣにおける次の事項について審議する。 

(1) ＭＳＣ共同利用拠点（菅平高原実験所、筑波実験林、八ヶ岳・川上演習林および井川演習林）

における共同利用の実施に対する評価（以下「拠点評価」という。）に関すること。 

(2) 拠点評価の結果に基づく改善の促進に関すること。 

(3) 拠点評価に係る情報の収集、整理及び分析に関すること。 

(4) その他拠点評価に関する重要事項。 

 

  （組織） 

第３条 評価委員会は、学外の有識者３名以上の委員をもって組織する。 

２ 評価委員会には委員長を置き、議長となる。 

 ３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

 

  （委員の任期） 

第４条 前条に規定する委員の任期は１年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任 

期間とする。 

 ２ 前項の委員は、再任されることを妨げない。 

 

  （委員以外の者の出席） 

第５条 評価委員会が必要と認めたときは、評価委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を 

聴くことができる。 

 

  （事務） 

第６条 評価委員会の事務は、ＭＳＣ事務係において処理する。 

 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附則 

  この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 





別紙６－２ 

○筑波大学山岳科学センター利用規程 

 

                           平成２９年４月２１日制定 

山岳科学センター長決定 

 

                             令和元年９月２７日改正 

 

（目的） 

第１条 この規程は、山岳科学センター細則（平成２９年生命環境系部局細則第４号。）第１

４条の規定に基づき、山岳科学センター（以下「ＭＳＣ」（Mountain Science Center

の略）という。）の利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（利用施設） 

第２条 ＭＳＣの利用施設は次のとおりとする。 

(1)  菅平高原実験所 

(2)  八ヶ岳演習林 

(3)  井川演習林 

(4)  筑波実験林 

 

（利用の原則） 

第３条 ＭＳＣの利用については、学術研究、学生に対する教育及び実習並びに研究指導、

社会教育などの目的に限り利用することができる。 

 

（利用資格） 

第４条 ＭＳＣを利用することができる者は、次のとおりとする。 

(1)  本学の職員 

(2)  本学の学生 

 (3) 本学以外の大学、研究機関の職員又は学生 

(4)  その他、山岳科学センター長（以下「センター長」という。）が適当と認めた者 

 

（利用の手続） 

第５条 ＭＳＣを利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、利用の１週間前（菅平

高原実験所においては１０日前）までに、所定の利用申込書をセンター長に提出し、許可

を受けなければならない。 

 

 

 

 



 

（利用者の義務） 

第６条 利用者は、別に定める利用心得を遵守し、施設・設備を常に良好な状態に保つよう

努めると共に、利用を終了した際は、原状に回復するものとする。 

２ 利用者は、ＭＳＣを利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論

文等にＭＳＣを利用した旨を明記しなければならない。 

３ 利用者は、前項の公表された論文等の写を、ＭＳＣに送付しなければならない。 

４ 利用者は、故意又は重大な過失により、施設・設備等を破損、滅失又は汚損したときは、

その損害に相当する費用を弁償しなければならない。 

 

（実験器具等） 

第７条 利用者がＭＳＣの施設において使用する実験器具類、薬品類及び肥料等については、

センターが供用するものを除き、原則として、利用者が持参するものとする。 

 

（許可の取消し） 

第８条 センター長は、利用者が、この規程に違反し、又はＭＳＣの運営に重大な支障を及

ぼす恐れがあると判断した場合には、利用の途中であっても、利用の許可を取り消すこと

ができる。 

 

（宿泊施設の利用） 

第９条 利用者が、ＭＳＣの利用に当たり、宿泊を必要とする場合はＭＳＣの宿泊施設を利

用することができる。 

２ 宿泊しようとする者は、別表１に定める使用料を納付しなければならない。 

３ 菅平高原実験所宿泊棟を利用し食事をしようとする者は、別表２に定める食事料を納付

しなければならない。 

４ 利用者の都合により、宿泊施設の利用を取り消した場合、既に納付した使用料及び食事

料は、返還しない。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、ＭＳＣの利用に関し必要な事項は、第２条に定め

る利用施設ごとに定める利用内規等によるものとする。 

 

附 則 

１ この規程は、平成２９年４月２１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 

   附 則 （令和元年９月 日改正） 

１ この規程は、令和元年９月２７日から施行し、同年９月２７日から適用する。 

  



 

別表１（第９条第２項関係） 

 

菅平高原実験所宿泊棟使用料（宿泊料金：1泊あたり）   

 

利用期間 

2 泊以内 
3 泊以上     

3 カ月未満 
3 カ月以上 

教職員・研究員   

・その他一般 
1,300 円 1,300 円 1,300 円 

学生・研究生 1,300 円   900 円   600 円 
 
 

八ヶ岳演習林宿泊棟使用料（宿泊料金：1泊あたり）  

金   額 

500 円 

 

井川演習林宿泊棟使用料（宿泊料金：1泊あたり） 

金   額 

600 円 

 

 

 

別表２（第９条第３項関係） 

 

菅平高原実験所宿泊棟食事料 

朝食 昼食 夕食 

３００円 ４００円 ６００円 

 

 




